
第１表 民間企業における障害者の雇用状況
（神奈川県内）

①　 ② ③ ④ ⑤ ⑥
企業数 常用労働者

数
障害者数 実雇用率

③÷②×
１００

法定雇用率
達成企業数

法定雇用率
達成企業の
割合

企業 人 人 ％ 企業 ％

一般の民間企業 3,376 848,438 13,323.5 1.57 1,468 43.5

〔１．８％〕 (3,371) (851,023) (12,707.5) (1.49) (1,449) (43.0)

法人 人 人 ％ 法人 ％

特殊法人等 19 24,971 537 2.15 15 78.9

〔２．１％〕 (20) (25,067) (531) (2.12) (16) (80.0)

注　1

2

3 （　　）内は平成２０年６月１日現在の数値である。

第２表 一般の民間企業における規模別障害者の状況
（神奈川県内）

① ② ③ ④ ⑤ ⑥
区　　分 企業数 常用労働者

数
障害者数 実雇用率

③÷②×
１００

法定雇用率
達成企業数

法定雇用率
達成企業の
割合

人 企業 人 人 ％ 企業 ％
５６～９９ 1,275 93,567.0 1,396.5 1.49 551 43.2

(1,246) (92,075) (1,348.0) (1.46) (535) (42.9)
１００～２９９ 1,469 218,226.0 2,743.5 1.26 637 43.4

(1,509) (224,745) (2,846.5) (1.27) (658) (43.6)
３００～４９９ 294 102,311.0 1,472.5 1.44 133 45.2

(283) (99,377) (1,375.5) (1.38) (117) (41.3)
５００～９９９ 193 120,430.0 1,921.5 1.60 77 39.9

(196) (123,444) (1,833.0) (1.48) (78) (39.8)
１，０００人以上 145 313,904.0 5,789.5 1.84 70 48.3

(137) (311,382) (5,304.5) (1.70) (61) (44.5)
規模計 3,376 848,438 13,323.5 1.57 1,468 43.5

(3,371) (851,023) (12,707.5) (1.49) (1,449) 43.0

注 第１表の注１～３と同じである。

（平成２１年６月１日現在）

（平成２1年６月１日現在）

区　　分

　常用労働者とは、常用労働者総数から除外率相当数（身体障害者及び知的障害
者が就業することが困難であると認められる職種が相当の割合を占める業種につ
いて定められた率を乗じて得た数）を除いた法定雇用障害者数の算定の基礎となる
労働者数である。

　障害者数とは、身体障害者、知的障害者及び精神障害者の合計であり、短時間
労働者以外の重度身体障害者及び重度知的障害者については法律上、１人を２人
に相当するものとしてダブルカウントを行い、精神障害者者である短時間労働者に
ついては法律上、１人を０．５人に相当するものとして０．５カウントとしている。
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